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【公開番号】特開2012-256612(P2012-256612A)
【公開日】平成24年12月27日(2012.12.27)
【年通号数】公開・登録公報2012-055
【出願番号】特願2012-189080(P2012-189080)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ  33/12    　　　Ｅ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月26日(2013.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方が透明電極である一対の電極と、該一対の電極に挟持された有機ＥＬ層
と、色変換膜とを備える有機ＥＬデバイスにおいて、
　該色変換膜は２種の色素からなり、
　第１色素は、色変換膜への入射光を吸収して、その吸収したエネルギーを第２色素へと
移動させる色素であり、
　第２色素は、第１色素から該エネルギーを受容して光を放射する色素であることを特徴
とする有機ＥＬデバイス。
【請求項２】
　前記第１色素は、分子量が少なくとも１０００の色素であることを特徴とする、請求項
１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項３】
　前記第１色素は、分子量が１０００から１００００００の色素であることを特徴とする
、請求項１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項４】
　第１色素と第２色素からなる色変換膜であって、
第１色素は、色変換膜への入射光を吸収して、その吸収したエネルギーを第２色素へと移
動させる色素であり、
　第２色素は、第１色素から該エネルギーを受容して光を放射する色素であることを特徴
とする色変換膜。
【請求項５】
　前記第１色素は、分子量が少なくとも１０００の色素であることを特徴とする、請求項
４に記載の色変換膜。
【請求項６】
　前記第１色素は、分子量が１０００から１００００００の色素であることを特徴とする
、請求項４に記載の色変換膜。
【請求項７】
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　第２色素は、平均分子量が１０００未満であることを特徴とする、請求項５または６に
記載の色変換膜。
【請求項８】
　第１色素の光吸収スペクトルの極大波長が４００～５００ｎｍであり、その蛍光スペク
トルの極大波長が５００～５５０ｎｍであることを特徴とする、請求項７に記載の色変換
膜。
【請求項９】
　第２色素の光吸収スペクトルの極大波長が５００～５５０ｎｍであり、その蛍光スペク
トルの極大波長が５５０～６５０ｎｍであることを特徴とする、請求項４～８のいずれか
一項に記載の色変換膜。
【請求項１０】
　第１色素は、色変換膜への入射光を吸収して、その吸収したエネルギーを光を発するこ
となく第２色素へと移動させる色素である、先の請求項４～９のいずれか一項に記載の色
変換膜。


	header
	written-amendment

